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社
会
保
険
病
院
、
厚
生
年
金
病
院
、
船
員
保
険
病
院
の
存
続
に
関
す
る
質
問
主
意
書

社
会
保
険
病
院
、
厚
生
年
金
病
院
、
船
員
保
険
病
院
に
つ
い
て
は
、
昨
年
の
臨
時
国
会
で
公
的
存
続
を
可
能
と
す
る
独
立
行

政
法
人
地
域
医
療
機
能
推
進
機
構
法
案
（
以
下
「
同
法
案
」
と
い
う
。）
が
国
会
に
提
出
さ
れ
て
い
る
。
同
法
案
が
成
立
す
る
と
、

各
病
院
の
職
員
は
独
立
行
政
法
人
地
域
医
療
機
能
推
進
機
構
（
以
下
「
新
機
構
」
と
い
う
。）
に
雇
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ

の
規
模
は
合
計
で
二
万
八
千
人
を
超
え
る
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ほ
ど
大
規
模
な
職
員
の
移
行
・
移
籍
に
関
し
て
、
同

法
案
で
は
労
働
条
件
や
雇
用
の
あ
り
方
な
ど
の
基
準
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
職
員
か
ら
は
賃
金
を
は
じ
め
自
分
た
ち

の
働
き
方
が
ど
う
な
っ
て
い
く
の
か
、
と
の
不
安
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
新
機
構
に
移
行
す
る
ま
で
の
病
院
施
設
の
拡

充
に
関
す
る
要
望
も
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
事
態
を
踏
ま
え
、
以
下
の
点
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

同
法
案
の
趣
旨
で
も
あ
る
地
域
医
療
機
能
の
推
進
は
、
病
院
の
た
め
の
土
地
や
建
物
が
確
保
さ
れ
る
だ
け
で
は
達
成
で
き

ず
、そ
の
施
設
で
地
域
医
療
推
進
の
た
め
に
意
欲
的
に
働
く
職
員
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。そ
の
労
働
条
件
は
、

職
員
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
大
き
く
関
わ
る
と
と
も
に
、
と
り
わ
け
深
刻
な
医
師
・
看
護
師
の
定
員
の
確
保
に
と
っ
て
も
極

め
て
大
き
な
影
響
を
与
え
る
。

事
実
、
Ｒ
Ｆ
Ｏ
（
年
金
・
健
康
保
険
福
祉
施
設
整
理
機
構
）
に
出
資
さ
れ
て
ど
こ
の
病
院
で
も
売
却
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
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る
と
の
風
評
が
起
こ
っ
て
か
ら
は
、
多
く
の
職
員
が
展
望
を
失
い
退
職
し
、
そ
の
補
充
の
た
め
に
看
護
師
等
の
募
集
を
し
て

も
、
そ
の
職
員
の
確
保
す
ら
困
難
で
、
現
在
で
も
定
員
に
満
た
な
い
病
院
が
多
数
存
在
す
る
。

こ
の
新
機
構
の
発
足
に
当
た
っ
て
は
、
国
家
公
務
員
Ｏ
Ｂ
（
い
わ
ゆ
る
天
下
り
）
は
別
に
し
て
、
少
な
く
と
も
、
正
規
職

員
や
パ
ー
ト
職
員
な
ど
の
非
正
規
職
員
を
含
む
す
べ
て
の
職
員
を
移
行
の
対
象
と
す
る
こ
と
に
間
違
い
な
い
か
。

二

同
法
案
の
成
立
に
よ
り
新
設
さ
れ
る
新
機
構
の
職
員
の
労
働
条
件
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
省
は
統
一
し
た
給
与
規
定
や
就

業
規
則
を
作
る
と
い
う
。
現
在
の
独
立
行
政
法
人
全
体
の
平
均
給
与
は
、
国
家
公
務
員
の
給
与
に
対
し
て
ど
れ
だ
け
の
比
率

に
な
っ
て
い
る
か
。

三

新
機
構
の
職
員
と
な
っ
た
場
合
の
退
職
金
の
扱
い
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
に
す
る
の
か
。

四

社
会
保
険
病
院
の
厚
生
年
金
基
金
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
扱
う
こ
と
に
な
る
の
か
。

社
会
保
険
病
院
の
厚
生
年
金
基
金
は
、
福
祉
施
設
を
一
切
作
ら
ず
、
保
険
給
付
に
特
化
し
て
き
た
よ
う
に
、
健
全
な
基
金

運
営
を
行
っ
て
き
た
。
基
金
は
職
員
の
退
職
手
当
も
財
源
の
一
部
に
し
て
運
営
さ
れ
て
お
り
、
六
十
歳
か
ら
支
給
さ
れ
る
社

会
保
険
病
院
の
厚
生
年
金
基
金
は
職
員
の
確
保
や
老
後
の
生
活
に
つ
い
て
も
重
要
な
も
の
で
、
存
続
さ
せ
る
べ
き
だ
と
考
え

る
。
政
府
の
考
え
方
を
示
さ
れ
た
い
。



3

五

健
康
保
険
法
第
百
六
十
一
条
で
は
、
事
業
主
と
被
保
険
者
の
健
康
保
険
料
負
担
は
折
半
と
定
め
て
い
る
が
、
同
法
第
百
六

十
二
条
（
健
康
保
険
組
合
の
保
険
料
の
負
担
割
合
の
特
例
）
で
は
、
事
業
主
の
保
険
料
負
担
を
増
額
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
。

社
会
保
険
病
院
の
健
保
組
合
で
は
、
福
祉
施
設
を
一
切
持
た
ず
、
保
険
給
付
に
特
化
し
、
健
全
財
政
に
努
め
て
き
た
結
果

と
し
て
、
保
険
料
の
負
担
割
合
は
、
事
業
主
五
十
七
・
八
対
被
保
険
者
四
十
二
・
二
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
労
使
間
の
協

議
に
よ
り
築
か
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
今
後
も
尊
重
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

六

同
法
案
の
附
則
第
四
条
に
、業
務
の
委
託
の
特
例
と
し
て
、「
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
限
り
」と
あ
る
。

来
年
四
月
一
日
か
ら
新
機
構
が
発
足
す
る
が
、
な
ぜ
、
こ
の
と
き
か
ら
新
機
構
が
運
営
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
か
。

多
く
の
社
会
保
険
病
院
、
厚
生
年
金
病
院
、
船
員
保
険
病
院
が
抱
え
る
問
題
の
解
決
に
は
、
保
有
と
経
営
が
分
離
し
て
い

る
こ
と
が
障
害
と
な
っ
て
き
た
経
過
を
踏
ま
え
、
一
刻
も
早
い
対
応
が
必
要
だ
と
考
え
る
。

と
り
わ
け
、
新
機
構
の
職
員
と
し
て
雇
用
が
確
定
す
る
ま
で
委
託
経
営
が
継
続
す
る
こ
と
か
ら
、
新
規
職
員
の
募
集
に
大

き
く
影
響
す
る
こ
と
に
な
る
。
東
京
・
新
宿
区
の
社
会
保
険
中
央
総
合
病
院
で
は
、
Ｒ
Ｆ
Ｏ
移
管
前
は
看
護
師
の
応
募
が
多

数
あ
っ
た
が
、
売
却
の
不
安
が
広
が
る
と
、
医
師
と
と
も
に
多
く
の
看
護
師
が
職
場
を
去
り
応
募
も
激
減
し
た
。
そ
の
た
め
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に
全
体
四
百
床
の
う
ち
、
看
護
師
不
足
の
た
め
に
一
病
棟
五
十
床
が
、
二
〇
〇
八
年
末
か
ら
閉
鎖
さ
れ
た
ま
ま
と
な
っ
て
い

る
。
加
え
て
、
国
家
公
務
員
Ｏ
Ｂ
（
い
わ
ゆ
る
天
下
り
）
の
高
額
報
酬
も
二
年
間
続
く
こ
と
に
な
る
。
業
務
委
託
期
間
を
長

く
す
る
必
要
性
は
な
く
、
き
ち
ん
と
職
員
の
労
働
条
件
な
ど
を
担
保
し
、
二
年
を
待
た
ず
、
出
来
る
限
り
早
急
に
直
接
運
営

す
る
よ
う
に
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

七

今
日
の
地
域
医
療
の
現
状
は
極
め
て
厳
し
く
、
対
象
病
院
の
地
域
や
利
用
者
か
ら
は
、
新
機
構
が
で
き
直
接
運
営
す
る
ま

で
の
間
に
も
、
必
要
な
施
設
整
備
・
拡
充
を
求
め
る
声
が
あ
が
っ
て
い
る
。
特
に
産
科
・
小
児
科
は
、
厚
生
労
働
省
調
査
で

も
、
産
科
診
療
所
が
三
年
間
で
半
減
、
小
児
科
も
減
少
す
る
な
ど
、
民
間
ベ
ー
ス
で
は
維
持
そ
の
も
の
が
困
難
で
、
撤
退
が

相
次
ぎ
、
公
的
病
院
が
そ
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
、
今
求
め
ら
れ
て
い
る
。

東
京
・
大
田
区
の
社
会
保
険
蒲
田
総
合
病
院
で
は
、
太
田
区
内
の
年
間
出
産
数
約
五
千
五
百
人
の
う
ち
、
一
割
の
五
百
五

十
人
の
出
産
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
二
〇
〇
八
年
十
月
か
ら
休
止
し
た
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
。
Ｒ
Ｆ
О
の
も
と
で
、
長
期
に

わ
た
る
譲
渡
・
廃
止
と
い
う
風
評
か
ら
、
医
師
や
看
護
師
・
職
員
が
展
望
を
持
て
ず
退
職
し
、
そ
の
減
員
分
を
募
集
し
て
も

集
ま
ら
な
い
事
態
が
続
き
産
科
が
休
止
に
追
い
込
ま
れ
て
い
る
。
今
日
、
蒲
田
総
合
病
院
の
産
科
再
開
は
、
同
地
域
に
と
っ

て
も
緊
急
の
課
題
と
な
っ
て
お
り
、
蒲
田
総
合
病
院
を
守
る
地
域
連
絡
会
か
ら
は
「
産
科
を
再
開
す
れ
ば
病
院
経
営
に
好
転
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を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
移
行
前
に
産
科
の
復
活
を
す
べ
き
だ
」
と
切
実
な
要
望
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
要
望

に
応
え
、
国
と
し
て
の
支
援
策
を
検
討
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

八

現
在
、
全
国
社
会
保
険
協
会
連
合
会
以
外
が
委
託
運
営
を
す
る
病
院
に
お
い
て
も
、
求
め
ら
れ
る
地
域
医
療
の
水
準
か
ら

み
れ
ば
、
一
刻
も
早
い
施
設
整
備
・
拡
充
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
東
京
北
社
会
保
険
病
院
は
、
地
域
医
療
振
興
協
会
が
委
託
運
営
し
て
い
る
が
、
も
と
も
と
は
国
立
王
子
病
院
が

出
発
点
で
、
一
九
八
六
年
に
「
行
政
改
革
」
の
名
で
廃
止
が
決
め
ら
れ
、
地
元
住
民
に
よ
る
十
年
に
も
及
ぶ
存
続
運
動
で
一

九
九
四
年
、
廃
止
の
後
医
療
と
し
て
「
社
会
保
険
病
院
」
建
設
が
約
束
さ
れ
、
二
〇
〇
五
年
四
月
よ
う
や
く
フ
ル
オ
ー
プ
ン

に
漕
ぎ
つ
け
た
も
の
の
、
そ
の
後
も
売
却
の
風
評
に
さ
ら
さ
れ
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

現
在
、
東
京
・
北
区
を
含
む
「
区
部
西
北
部
医
療
圏
」
は
東
京
都
の
基
準
病
床
数
よ
り
も
三
百
三
十
床
（
本
年
三
月
時
点
）

も
不
足
し
、
北
区
の
消
防
署
の
話
で
は
、
救
急
車
の
四
割
が
す
ぐ
に
搬
送
で
き
ず
待
機
せ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
事
態
が
起

こ
っ
て
い
る
。
正
に
命
に
関
わ
る
地
域
医
療
体
制
整
備
の
遅
れ
が
東
京
で
起
こ
っ
て
い
る
。
北
区
議
会
も
、
全
会
一
致
で
同

病
院
の
存
続
を
求
め
、医
師
会
と
も
百
床
増
床
の
合
意
が
な
さ
れ
、具
体
的
に
は
周
産
期
母
子
医
療
セ
ン
タ
ー
と
し
て
産
科
、

小
児
科
を
中
心
に
し
た
増
床
を
検
討
し
て
い
る
と
い
う
。
都
内
で
も
基
準
に
達
し
な
い
地
域
医
療
に
と
っ
て
貴
重
な
動
き
と
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言
え
る
。

本
来
な
ら
、
国
立
病
院
廃
止
の
「
後
医
療
」
と
し
て
作
ら
れ
た
経
過
か
ら
見
て
も
、
特
別
に
国
の
責
任
が
重
く
、
国
と
し

て
必
要
な
手
だ
て
が
打
た
れ
る
べ
き
病
院
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
今
後
、
委
託
運
営
を
前
提
に
委
託
先
が
自
ら
施
設
拡
充

を
行
う
場
合
、
早
急
に
工
事
に
着
手
で
き
る
よ
う
、
国
と
し
て
迅
速
に
必
要
な
手
続
き
等
が
進
め
ら
れ
る
よ
う
に
す
べ
き
で

は
な
い
か
。

右
質
問
す
る
。


